
基 発 第 0 4 210 0 5 号  

平 成 j 6 年 4 月 21日  

都道府県労働局長殿  

厚生労働省労働基準局長  

（公 印 省 略）  

「ブロック検査担当官会議における質疑事項の回答について」の一部改正につい  

て   

性能検査に係る実施時期の弾力化については、安全水準の低下を招かない範囲において実施可能  

であることから、ボイラー及び第一種圧力容器の性能検査については、昭和47年12月8日付け基発第  

780号「ブロック検査担当官会議における質疑事項の回答について」の一部を下記のとおり改正する  

こととしたので、了知の上、その運用に遺漏なきを期されたい。   

また、クレーン等の性能検査においても同様の取扱いとするので、併せて了知の上、その運用に  

遺漏なきを期されたい。   

昭和47年12月8日付け基発第780号「ブロック検査担当官会議における質疑事項の回答について」  

の一部を次のように改正する。  

1 第4の6の答1中「1月以内」を「2月以内」に、「性能検査実施日（47．10．15）」を「性能検査実   

施日（47．9．15）」に改める。  

2 第4の6の答2中「1月をこえるとき」を「2月を超えるとき」に改める。   



（参考）  

改正後の昭和47年12月8日付け基発第780号「ブロック検査担当官会議におけ  

る質疑事項の回答について」第4の6  

第4 ボイラー及び圧力容器安全規則関係   

6 第38条関係  

間 本条第2項によりボイラー検査証の有効期間を更新する場合には、ボイラー検査証に   

有効期間をどのように記入すべきか。有効期間を延長または短縮しない場合について例   

をあげて教示されたい。  

答 次によられたい。  

1性能検査を実施した日から検査証の有効期間の満了日までが2月以内であると   

き…‥記入されている有効期間の満了日の翌日から起算して1年目の日とする。   

例  

性能検査実施日（47，9．15） 更新される有効期間の満了日（47．10．31）  

！   ，、  

†  

更新する有効期間の満了日（48．10．31）  

†  

更新する有効期間（47．11．1）  

1年  

2 性能検査を実施した日から検査証の有効期間の満了日までが2月を超えると  

き‥‥記入されている有効期間の満了日の翌日を起点とし、当該性能検査を実施   

した日の翌日から起算して1年目の日を満了日とする。   

例  

性能検査実施日（48鼠20） 更新される有効期間の満了日（48．10．10）  

！   ，  

更新する有効期間の満了日（49．5．20）   更新する有効期間（48．10．11）  



改正前の昭和47年12月8日付け基発第780号「ブロック検査担当官会議におけ  

る質疑事項の回答について」第4の6  

第4 ボイラー及び圧力容器安全規則関係   

6 第38条関係  

岡 本条第2項によりボイラー検査託の有効期間を更新する場合には、ボイラー検査証に   

有効期間をどのように記入すべきか。有効期間を延長または短縮しない場合について例   

をあげて教示されたい。  

答 次によられたい。  

1 性能検査を実施した日から検査証の有効期間の満了日までが1月以内であると   

き…‥記入されている有効期間の満了日の翌日から起算して1年目の日とする。   

例  

性能検査実施日（47．10．15） 更新される有効期間の満了日（47．10．31）  

J、  土  

†  

更新する有効期間（47．11．1）  

†  

更新する有効期間の満了日（48．10．31）  

1年  

2 性能検査を実施した日から検査証の有効期間の満了白までが1月を超えると   

き・・・・記入されている有効期間の満了日の翌日を起点とし、当該性能検査を実施   

した日の翌日から起算して1年日の目を満了日とする。   

例  

性能検査実施日（48．5．20） 更新される有効期間の満了日（48．10．10）  

J  ↓  

更新する有効期間の満了日（49月．20）   更新する有効期間（48．10．11）  


